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はじめに

　２００３年春、構造改革特別区域法に基づく我が国

最初の構造改革特区（以下、特区）が誕生した。

自治体や民間企業の自発的な立案により、規制の

特例措置を導入して地域の特性に応じた事業を実

施し、新規産業の集積や雇用の創出など地域経済

の活性化の成功事例を示して全国的な規制改革へ

波及させて日本経済全体の活性化につなげること

を特区制度は狙いとしている。

　本調査は、誕生から２年の特区の現在の進行状

況と地域特性を活かした地域の取り組み状況を見

てみたい。

１　特区の認定状況

　�　これまでに５５８の特区が全国で誕生
　特区計画についてはこれまで７回の認定があ

り、２００５年３月現在、全国で合計５４９の特区が

ある。既に全国化して認定を外れた９特区を含

動き始めた岡山県内の特区計画

～地域特性を活かして～
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めるとこれまでに５５８の特区が誕生している。

　都道府県別認定状況（認定を外れた特区を含

めない）をみると、最多は長野県の３９件、次い

で北海道３４件、兵庫県２５件の順に多い。岡山県

は１７件で全国第７位の認定件数となっている。

中四国地方では最多、西日本では兵庫県に次い

で多く、特区構想への意欲的な取り組み姿勢が

うかがえる（図表１、図表２）。

�　認定分野の状況
　認定分野別では、教育関連、農業関連、福祉

関連の分野が、全国、岡山県ともに上位を占め

ているが、これまで規制の壁が厚く民間の参入

が難しいとされていた分野に高い関心が寄せら

れている。岡山県では農業関連が最も多く、全

認定件数の半数近くを占めている（図表３）。

２　岡山県内の特区の展開事例

　県内にこれまで誕生した１８特区（全国展開となっ

た福祉移送特区を含む）は教育、農業、生活福祉、

国際物流、まちづくり、ＩＴの６分野にわたる（図

表４）。これらは岡山県が相対優位性を持つ分野で

あり、地域特性を生かした特区計画になっている。

特区制度は多額の資金を投入することなく、地域

の意欲や知恵から生み出された規制緩和により地域

の活性化を図ることができる。県では水島港や岡山

情報ハイウエイなど大規模なハードウエアから小規

図表３　特区の分野別認定割合

資料：内閣府　　注：２００５年３月現在。（　　）内は実数。
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図表４　岡山県内に誕生した特区（２００５年３月現在）

注：申請主体、区域の範囲は認定時の市町村名
資料：内閣府、岡山県
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模な遊休農地、廃校校舎などの既存施設のほか、人

材など地域固有のソフト資源も有効活用されている。

　特区の申請主体は自治体に限られているが、規

制緩和で業務の効率化を推進し、自らの行政サー

ビスの向上を図るという目的にとどまらず、住民

や民間事業者等の地域内の活動を促進して、地域

活性化を図るものが多い。

　例えば、行政サービスの一部を民間に委託して、

コストダウンやサービスの質の向上を図ったり

（例：児童福祉施設調理特区）、民間事業者の要望

に応じた規制緩和で事業活動を直接支援したり

（例：水島港国際物流・産業特区など）、また民間

事業者が事業展開をしやすいように規制を緩和し

て企業誘致を促進している（例：ＩＴ特区）。

　特区計画の推進には自治体と民間事業者の連携

が欠かせないものとなっている。

　以下、現在推進中の県内の特区の事例をいくつ

か紹介する。

　�　官民双方のニーズを特区計画で実現
　「御津町教育特区」と「鴨方町酒米栽培振興特

区」は、自治体と民間事業者が持っていた規制改

革へのニーズの意向が結びついて誕生に至った事

例である。地域資源の活用と民間事業者のアイデ

アが地域活性化の起爆剤となるか注目される。

　○　「御津町教育特区」（２００３年８月、１０月認定）

　２００４年４月、全国初の株式会社が設立する中

学校が御津町（現・岡山市）に開校した。学習

指導要領に縛られない独自のカリキュラムを組

むことができる同校では、ディスカッション科

の設置、美術、体育、音楽などでの英語を使っ

た授業、紙すきや農業などの体験学習などユ

ニークな教育内容のほか、公立の１．４３倍の授業

時間数、２年修了時に学校側が合格を保証した

生徒が志望高校に不合格の場合、３年間の全授

業料を返還する「高校合格保証制度」を設ける

など徹底した受験指導も話題を呼んでいる。同

町には全国から教職員や生徒が集まるなど廃校

御津町教育特区

特　　　　　　　　　　　色

全国初となる株式会社による中学校を開設。廃校を利用した過疎地域の活性化に取り組む。

特区申請に至るまでの状況

御津町「廃校校舎の再利用策を模索」
　御津町は、昨今の少子化による小中学校の統合、近隣
町間の県立高校の統合計画や教育環境の整った地域への
転出など教育低迷化を懸念していた。また建て替えから
１０年に満たない新築物件同様の廃校校舎の再利用策を模
索していた。

学校法人「中学校を新設したい」
　岡山市で塾や小学校を経営する学校法人朝日学園は以
前から中学校の新設を検討していた。しかし私学開校に
必要な学校法人を設立し、敷地や校舎の確保する県の認
可基準を満たすことができなかった。

規 制 緩 和 の 内 容

　学校教育法の規制緩和による「学校設置会社による学校設置事業」及び「校地校舎の自己所有を要しない小学校
等設置事業」の制度を活用して、町が従来都道府県にあった私学設置の認可権限を持つことができるようになり、
株式会社の学校設置が可能となった。同学園は町から学校設置を許可され、学校施設が貸与された。また「特区研
究開発学校」の設置により、独自のカリキュラムが組むことが可能となった。

認 定 後 の 状 況

学園との交流で地域活動が活発化
　２００４年４月に開校した中学校の行事の一部は、廃校後の過疎化を懸念していた地元の宇甘西地区の住民の協力に
よって実施されている。区長は「現在は開校から日が浅いため、植木の剪定、畑でのきゅうり、なす、ピーマンな
どの野菜作りの手伝い、学校のグラウンドの清掃などできることから協力している」と言う。これらの作業には教
職員も参加している。また新入生を迎えて地区の施設で行われた紙すき、グラウンドゴルフの交流行事も好評だっ
たようだ。生徒数の増加に伴い、町内に居住する生徒や職員数の増加が見込まれている。地区では「旧農協跡を宿
舎として使用できたら良いのでは」と検討するなど受け入れ体制の強化を計画している。
　生徒や保護者、学校訪問者、教職員が町に定着すれば、学校活動、地元住民との交流、居住や日常生活を通じ、
地域活動の停滞に悩む過疎地域の地域活性化が期待されている。
　２００５年２月に国から高校設立も認可された。中高一貫教育となる高校は、中学校の一期生が卒業する２００７年春に
開校する予定である。
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を利用した過疎地域の活性化が注目される。

　○　「鴨方町酒米栽培振興特区」（２００３年１１月認定）

　鴨方町は良質な伏流水を利用した県内有数の

日本酒の産地で、生産量は県内の３分の１を占

めている。鴨方町の「酒米栽培振興特区」では、

町が農家から借りた農地を醸造用米の自家栽培

している酒造業者に貸すことが認められている。

町と地元の酒造業者である丸本酒造�が、特区

制度を活用してともにまちおこしと産業の振興

２００４年４月に開校した朝日塾中学校　廃校になった学校校舎を賃借している

鴨方町酒米栽培振興特区

特　　　　　　　　　　　色

遊休農地の活用と伝統産業の振興を図る。

特区申請に至るまでの状況

鴨方町
「耕作放棄地の有効利用を図る」

　鴨方町の耕作放棄地は農業従事者の高齢化や米の生産
調整などにより年々増加している。耕作放棄率は１４％と
全国平均の５％を大きく上回っており、農地の遊休化・
荒廃化の防止が要されていた。その一方で丸本酒造�か
ら「法人が農地をもっとスムーズに借りるにはどうする
のがよいか」という相談も受けていた。

酒造業者
「自家栽培の酒米でこだわりの酒造りをしたい」

　丸本酒造�は慶応３年操業の町内で最も歴史ある酒蔵
である。全国的に清酒消費量が減少傾向にある中、今後
の生き残りをかけて、酒造りを熟知している業者自身が
醸造に適した酒米を栽培して特徴ある酒造りすることが
待望されている。十数年前から酒米を自家栽培をしてい
た同酒造は親族名で農地を借りていたが、会社として農
業経営に参入できることを望んでいた。

規 制 緩 和 の 内 容

　農地法の規制緩和により、農業生産法人以外の法人による農業参入が認められた。農地所有者から町が無償で借
り受けた農地を、無償で酒造業者に貸し出し、その農地で酒米の自家栽培が実現されることとなった。

認 定 後 の 状 況

「こだわりの酒造り」で観光振興
　町が借り受けるという信頼性もあり、農地所有者からは貸し出しの申し出が予想以上に多くあったが、実際に貸
借可能な農地はごく一部となっている。その理由を町は「耕作放棄地の多くは山間部にあり、日照、土質、面積な
ど栽培に適した条件や農業機械が通れるほどの幅員を持つ道のある農地はごく僅かしかないため」と説明する。ま
た「なかには町に寄付させてほしいという申し出もあるがお断りせざるをえない」というのが現状である。
　しかしながら、特区認定以来、同町には米生産者、酒造会社、自治体、マスコミなど全国各地からの取材、問い
合わせがあり、テレビ番組や新聞でも報道された。丸本酒造�の酒蔵は２００３年に酒造場としては県下で初めて国の
登録有形文化財に認定された。酒蔵の一部は一般開放されており、町を訪れるハイカーらの休憩場所などとして利
用されている。同社の酒はグルメ雑誌にも取り上げられ、関東や関西のデパートで試飲販売も行われている。町は
「観光客が増加したという変化は特に見られない」としつつも、町の知名度を高めつつあるこれらの観光資源とし
ての可能性に手ごたえを感じているようだ。また同社はまた昨年から町内の生活交流グループと提携し、精米をし
たときに多量に出る米粉を原料にしたケーキなどの特産品の開発も行われている。今後は地域のイベントでの試飲
販売、田植えから酒造りまでの作業体験なども計画されており、町は「酒造りを通じた町内の産業や観光振興」を
期待している。２００５年２月からは全国初の酒米特区産の米で造った純米吟醸酒が発売されている。
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を図っている。

　�　自治体先行の規制緩和で民間の活動を促進
　自治体が優先して特区申請し規制緩和で事業

の環境整備することによって、民間事業者やＮ

ＰＯ等諸団体の地域での事業活動を促進してい

る特区もある。昨年第１次認定を受けて誕生し

た「ＩＴ特区」と「福祉移送特区」は、いずれ

も岡山県が提案して誕生し、さらなる民間事業

者の参入、特区での取り組みが期待されている。

また倉敷市が認定を受けた「くらしき広告景観

特区」は、街並み景観を維持することによって

地域の観光振興の推進が期待されている。

　○　「ＩＴ特区」（２００３年５月認定）

　「ＩＴ特区」は２００３年５月に誕生した。電波

法の規制緩和により、電波が届きにくくこれま

で条件不利地域とされてきた地域にも高速イン

ターネットサービス供給が可能となり、地域間

情報格差の解消とＩＴ産業の展開、情報インフ

ラを活用した地域活性化を図ろうとしている。

ＩＴ特区

特　　　　　　　　　　　色

　高速の無線ＬＡＮサービスの提供で岡山県内の地域間情報格差の解消を担う。

特区申請に至るまでの状況

　岡山県は高速大容量光ファイバー網「岡山情報ハイウェイ」や国内最速、次世代インターネットの通信規格とさ
れる�ＩＰｖ６（無限のアドレスが取得でき、情報家電等のネットワーク化も可能になる次世代インターネットの通信
規格）を地方自治体で初めて導入するなど全国的にも優位なＩＴ環境が整備されている。２００３年９月現在の当県の
ＣＡＴＶインターネット及びＤＳＬサービスによる県内のブロードバンド回線に加入可能な世帯率は９２．８％と全国
一である。にもかかわらず実際の世帯加入率は低く、県内の約４分の１の町村では高速インターネットサービスが
受けられない状況である。情報の地域間格差の解消が課題となっていた。

規 制 緩 和 の 内 容

　岡山県が特区を申請し、対象地域の岡山市では高速の無線ＬＡＮサービスとして期待されている５ＧＨｚ�帯を利用
したサービスを実施するにあたり、電波法によって上限が定められている電波出力を増大することができる特例措
置が認められた。通信距離は現行法の約７～８倍に伸び、市内の無線基地局から遠く離れた中山間地域などへの高
速インターネットサービス供給が可能となった。

認 定 後 の 状 況

ＩＴビジネス展開で地域活性化を期待
　２００４年７月現在、出力を増大した無線局の免許を取得して同市内で事業展開をしているプロバイダーは１社にとどまっ
ている。県によると「県外に本拠地を置く同社は、基幹回線の発達した岡山市に前々から注目していた」という。しかし
地元の事業者の参入は未だみられない。県は「優れた情報インフラや構造改革特区のほかにも県指定のＩＴビジネス特区
がある点などビジネスチャンスの土壌づくりをしているところをＰＲしたい」とより多くの事業者の参入を期待している。
　地域間情報格差の解消は民間事業者にとってのＩＴビジネス展開のチャンスである。採算面から整備が難しいと
されてきた都市部以外でもサービス供給が可能になれば、インターネット人口が増大し、コンテンツ産業へのニー
ズが高まり、ＩＴ関連産業の集積と発展につながる。より多くの事業者が参入し、多様なブロードバンド環境が整
備されればサービス向上が図られ、また公共施設のブロードバンド化は住民生活の利便性を向上させ、情報インフ
ラを生かした地域活性化が期待される。

○　「福祉移送特区」（２００３年４月認定。２００４年

４月から全国展開、６月から認定外。）

　「福祉移送特区」は、２００３年４月に認定を受け、

２００４年４月より全国で規制緩和が展開された成

功例の一つである。タクシーや公共交通機関を

補完するＮＰＯ、ボランティア団体、社会福祉

法人などによるボランティア輸送を有償化する

ことで高齢者や障害者などの移動に制約がある

人の外出を支援促進する体制の確立を図った。
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○　「くらしき広告景観特区」（２００３年１１月認定）

　「くらしき広告景観特区」は２００３年１１月に誕生

した。路上などに設置されている「のぼり旗」等

の違反広告物の迅速な除去が可能となり、美しい

街並み景観が保全される。業務効率化と地域振興

が期待されている。

福祉移送特区

特　　　　　　　　　　　色

　低料金で高齢者や障害者などの移動制約者の外出を支援する。

特区申請に至るまでの状況

　県内には公共交通機関の利用が困難で、ドア・ツー・ドアの個別移送を必要とする移動制約者が約２万人いる。
介護タクシー事業者の未参入地域、介護保険非認定の移動制約者、買い物等の日常外出など保険対象外の外出につ
いては、社会福祉協議会等によるボランティア輸送でカバーしているが、活動経費の制約等により利用者の需要に
十分対応ができていなかった。一方、市町村や社会福祉協議会が所有する福祉車両の中には十分に稼働していない
車両もあった。移動支援への強い要望とボランティア輸送に使用可能な車両の存在が特区計画を後押しした。

規 制 緩 和 の 内 容

　一定の要件を満たしたＮＰＯ、社会福祉法人、医療法人、ボランティア団体、商工会議所、商工会、公益法人が、
福祉車両を使用して移動制約者の移送を行う場合に道路交通法に基づく有償運送の申請を行うことができる。移送
の対象者は利用登録した移動制約者及び介助者。運送の対価はタクシー小型車の上限運賃の半額以下。利用目的は
買い物から通院まで問わない。
　認定後の２００３年６月に津山市をモデル地区に選定、７月に最初の許可法人が誕生、８月に本格的なサービスが始
まった。

認 定 後 の 状 況

外出手段の多様化、バリアフリー施設の整備と利用促進に期待
　福祉移送についての規制緩和は今や全国どこの地域においても実施可能であり、移動制約者に移動手段の選択の
幅を広げた。県内各地でも運行の許可を得るための協議会が立ち上げられているが、県は「タクシー業者のなかに
は危機感を持つ業者もおり、業界とボランティア輸送のすみわけをいかに図り、共存していくか」を懸念している。
また採算面の厳しさなどから参入を懸念する団体もあるようだ。
　とはいえ、２００４年７月９日現在の許可取得法人は２１、利用登録者は８５８人で、特区認定を受けて以来着実に増加
している。県は「利用者の約半数はサービスを利用して家族の送迎負担が軽くなったことを歓迎している」との手
ごたえを感じている。また「登録可能な人の範囲の拡大や新規参入により、利用者がさらに増加する」としている。
　ボランティア輸送の有償化で実施団体等の活動資金が賄われば、より充実したサービスの提供も可能になる。ま
た外出手段の多様化とリーズナブルな利用料金は外出機会の増加につながり、バリアフリー施設の整備と利用も促
進され、障害者や高齢者だけでなくあらゆる市民にとっての生活の向上にもつながる。今後も、既存制度の不便さ
を解消し、各団体、業界の知恵と工夫を凝らした利用者本位のサービスが、国内のどこにおいても展開されること
が期待される。

くらしき広告景観特区

特　　　　　　　　　　　色

　違反広告物の即時撤去により、安全で良好な街並みの景観を保全し、観光振興を支援する。

特区申請に至るまでの状況

　倉敷美観地区など有名観光地を抱える倉敷市にはたくさんの観光客が訪れる。しかし、次々と設置されている路
上等ののぼり旗などの広告物は、市民や観光客の通行を妨害したり、美しい景観を乱していた。違法広告物を発見
後一定期間経過しなければ除去できない現行法では、スムーズで迅速な対応が不十分であった。
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　�　特区は地域活性化の起爆剤となるか
～事例からみたこれまでの特区推進の効果と
今後の課題～
　今回の取り上げた５つの事例については、特

区を申請した自治体等へのインタビューなどを

参考にしてまとめているが、現在はまだ特区と

して地域にもたらす経済などの劇的な効果は見

られない。しかし、ユニークな取り組みがマス

コミ等で報道され、全国から視察に訪れる御津

町や鴨方町では町の知名度アップにつながるＰ

Ｒの効果が見られる。

　事例のうち民間事業者単独では実現が困難な

事業のニーズを自治体がうまく汲み上げて誕生

した特区については、地域活性化や産業振興の

一手段としていかに活用していくかが課題とな

る。また自治体主導で誕生した特区は特区計画

をうまく推進するために民間からのさらなる参

入を望んでいる。いずれにしても今後の特区計

画の推進においては地域の協力と理解が不可欠

である。

３　特区構想の提案計画

　２００４年秋の第６次提案では全国で２８６の提案が

され、これまでの提案数は２千件以上に上ってい

る。提案された特区計画のうち実際に誕生に至っ

たのは一部に過ぎない。しかし逆に考えると、こ

れまで数多くの多種多様の提案がなされてきたこ

とがうかがえる。

規 制 緩 和 の 内 容

　特区の特例は２００４年４月から運用開始された。対象地域は市内の主な市街地４，５１９�。屋外広告物法の規制緩和
により、条例違反の屋外広告物を即座に除去することが可能になった。またのぼり旗など除去の対象も拡大した。

認 定 後 の 状 況

居住環境の向上と観光の振興を支援する
　同市は２００２年に中核市に移行して以来、２００２～２００３年度の２年度で３万９千件のはり紙、はり札、立て看板の違
反広告物を除去した実績がある。特例の運用が開始され、除去の対象が拡大されたが、市は「対象外の広告物や違反
広告物と同様に、景観を乱す放置自転車など財産権の有する物といかに整合性を図り、除去するかが課題」と話す。
　２００４年６月に国土交通省の景観法が公布された。市は「施行後は倉敷市などの地域で先行実施されている景観保
全に関する特区も全国展開となるのでは」と予測する。また「安全で良好な街並み景観を維持することは、住民に
とっては居住環境の向上となる。美しい景観は観光地の魅力をより高め、観光客の増加につながり、さらなる観光
振興の支援策の一つとなる」と期待している。また２００４年１２月に施行された「景観法の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律」により当特例事業は全国で実施されている。

のぼり旗等が撤去された倉敷中央通り　すっきりとした景観が保たれている
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今後の課題現在までにみられる効果

○地域住民、産業とのさらなる連携強化

・今後増加が見込まれる生徒、職員の地域の受け入れ体

制の強化（御津町教育特区）

・イベント、作業体験など酒造りを通じた地域の産業や

観光の振興にいかにつなげるか（鴨方町酒米栽培振興

特区）。

○地域の知名度の向上

・新聞、テレビなどマスコミに報道され、全国から視察

が訪れている（御津町教育特区、鴨方町）

○民間との関わり、連携

・現在皆無である地元の事業者の参入を図る（ＩＴ特区）。

・タクシー事業者など既存業界との住み分けを図る（福

祉移送特区）。

・移動制約者の外出先となる施設等のバリアフリー化促

進の動機付けとなる（福祉移送特区）。

○新たな事業サービスの提供、地域住民のサービス選択

の多様化と利便性の向上

・県内の恵まれた地域の情報インフラを活用し、民間事

業者の高度で充実した事業サービス展開が可能になり、

住民のブロードバンドサービスの選択の幅が広がった

（ＩＴ特区）。

・外出手段や利用料金の多様化で利用者の利便性が向上

した（福祉移送特区）。

○特例の対象とならないものとの整合性

・特例対象外となっている放置自転車等財産権を有する

景観保全妨害物との整合性をいかに図るか（くらしき

広告景観特区）。

○　特区内容の周知による市民意識の向上

・特例の実施後３カ月で撤去数は前年同期比７０．９％の大

幅減となった。市民の協力と意識の向上で違反広告物

自体が減少した（くらしき広告景観特区）。

図表５　これまでの特区推進の効果と今後の課題～５つの事例より～

　�　地域の特性を活かした様々な提案
　岡山県内でもこれまで様々な分野でユニーク

な特区計画の提案がなされてきた。県内の各地

域が、特区構想を通じて規制の壁に対する改革

を要望し、実に多彩な提案を生み出してきたこ

とにもぜひ注目しておきたい。計画の再構築、

改善によってはこの中から新たな特区が誕生す

るかもしれない。

　�　期待される民間からの提案
　当初は自治体からの提案が大部分であったが

民間事業者からの提案も増加傾向にある（図表

７）。これらのことは閉塞状況の打破に向けた新

たな動きとも評価できよう。また、民間事業者

等は自治体とはまた違った視点から地域のニー

ズや現状の把握をしていると思われ、特区を成

功に導き、地域活性化につなげるためには提案

時点からの民間、自治体、地域全体の両者の連

携が今後一層必要とされる。それにより地域で

ビジネスチャンスの拡大に期待できる。

　特区によって参入や競争が激化することは、既

存事業者との共存や採算割れの問題などが生じる

など民間事業者にとってリスクが大きいのではな

いかという印象を受ける。しかし、小回りの効く

中小企業やベンチャー企業にとって、特区は自社

のアイデアを活かして事業の拡大を図ったり、新

しいビジネスチャンスに挑む絶好の機会である。

　民間事業者はまた自治体とは異なった視点か

ら地域のニーズや現状の把握をしている。特区

計画推進にあたっては自治体と民間事業者の連

携により、小粒な計画でも大きな成果につながる

可能性がある。特区構想を成功に導くためには

チャレンジ精神ある民間事業者の役割は大きい。

４　今後の特区計画の推進～一層問われる地域の力量～

　何度も特区計画の構想を練り直し、再構築して

認定にこぎつけた自治体は多く、特区の誕生は地

域の粘り強い努力と工夫の賜物といえる。また、

誕生後も、約１年後には認定された規制の特例措

置の実施状況について、民間有識者など第三者で

構成される評価委員会により、「地域を限定せず全

国で実施」、「引き続き特区で実施」、「特区におけ

る規制の特例措置の廃止または改善」の３段階で
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図表８　全国展開となる規制の特例事業（岡山県関係分）

資料：内閣府（２００５年現在）

図表６　岡山県内で提案された主な特区構想（未認定のもの）

注：第１次～第６次提案。
資料：内閣府

資料：内閣府

図表７　主体別特区提案数の推移
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評価されることとなっている。岡山県内では、こ

れまでの６特区に関連する７つ特定事業が全国で

実施（予定を含む）されることとなった（図表８）。

　規制改革を実際に推進していく過程においては、構

想時には予想をしなかった様々な弊害が現れたり、

また提案した特区の一部しか認められていない場合は

その効果が減殺されることも考えられる。これらの問

題を解決、改善して経済活性化につながるような成果

を出すための地域の力量は今後一層問われるであろう。

お　わ　り　に

　岡山県内の特区誕生の背景の一つとなったバリ

アフリー社会の実現、高齢化、過疎化、地域間情

報格差などの問題を抱える地域は全国でも少なく

ない。ＩＴ特区による情報インフラの整備は国の

「ｅ－Ｊａｐａｎ�戦略」にある高度情報通信ネットワーク

社会の形成の促進の一端を担うとされ、また福祉

移送特区はそのニーズと利用価値の高さが認めら

れて全国実施となるなど、他地域でも同様の取り

組みが始まっている。今後は、地域の特性に合っ

た取り組みにより他地域の同様の特区との差別化

を図る努力が必要となる。このような特区への取

り組みが、地域特性を生かした地域づくりと、そ

れを担う人づくりにつながり、こうした活動を通

じた地域の自立を図られることを期待したい。　

　（本文中の数値は２００５年３月現在のものに更新している）


